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　まだまだ雪が残っていますが、少しずつ春の訪れが感じられます。
　そんな中、４月３日、白馬北小学校と白馬南小学校で入学式が行われました。
69人の新１年生が新たに学校生活をスタートさせました。
　新１年生の皆さんは少し緊張していましたが、上級生や保護者の方々に温かく
見守られ元気よく歌っていました。これからの楽しい学校生活を明るく元気に過
ごして欲しいですね。



平成27年度の予算  が議決されました。
－予算編成にあたって－

白馬村長　下川 正剛
　平成27年度予算が3月議会で成立しましたので、概要についてお知らせします。長野県神城断層地震の災害対策を第一に考え、被災者の
支援及びインフラ整備など早期復旧に向けた予算とするため、事業の見直しや緊急性の低い事業は来年度以降へ先送りとし、一般財源の確
保及び限られた職員数の中でマンパワーを最大限に発揮できるよう災害復旧事業へ集中した予算としました。また、予算編成を行う最終年度
となる第4次総合計画の後期計画に基づき、「白馬の里にひと集い　くらし健やか　むらごと自然公園」を基本理念のもと、限られた財源を効
率的に配分し効果的な活用で「持続的・安定的な行政サービス」の提供を図るための予算としました。
　これまで、財政健全化に向けた取り組みの結果、五輪関連施設建設により増加した公債費負担も順調に減少し、当村の財政は適正になりつ
つあります。今年度は、村道などの災害復旧や被災住宅の修繕補助、災害廃棄物の処理費など災害関連経費で19億2,200万円ほど計上
し、総額66億8,200万円昨年度より17億7,600万円上回る大型予算となりました。
　今後も村民の皆様とともにより良い行政運営を進めて参りますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

※百万以下を四捨五入しています

－はじめに－
　平成26年11月22日に発生しました長野県神城断層地震により被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。村といた
しましては、関係機関のご協力を得ながら、被災された皆様の支援及びインフラ整備などを早期に復旧できるよう全力で取り組んで参ります。

【歳入】66億8,200万円（単位：百万円） 【歳出】66億8,200万円（単位：百万円）

村税 1,314（19.7％） 総務費 
851（12.7％）

民生費
1,140（17.1％）

衛生費
614（9.2％）

農林業費
189（2.8％）

観光商工費
230（3.4％）土木費 660（9.9％）

消防費
232（3.5％）

教育費
353（5.3％）

災害復旧費
1,681（25.2％）

公債費
629（9.4％）

その他
19（0.2％）

議会費 84（1.3％）

地方交付税 
1,650（24.8％）

国庫支出金
1,715（25.8％）

県支出金
277（4.1％）

繰入金
369（5.5％）

村債
692（10.4％）

その他
626（9.1％）

分担金及び負担金
39（0.6％）
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歳入の主な項目　10万円以下切捨て
歳入項目 予算額 対前年比 主な内容と増減額

村税 13億1,400万円 -2.3% ・法人村民税：300万円減　　　・固定資産税：4,100万円減
・たばこ税：700万円増　　　　・入湯税：200万円増　など

地方譲与税 6,600万円 -7.0% 譲与税には地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税があります。
県の推計乗率により算出しています。

地方交付税 16億5,000万円 1.5% 地方財政計画や昨年度の交付実績、特殊事情（災害復旧など）などから1.5％の増額を見込みました。
・普通交付税：1,400万円増　　　・特別交付税：1,000万円増

国庫支出金 17億1,400万円 432.6%
災害復旧に関連する事業の補助金などで増加しています。
・�災害廃棄物処理、農林業施設（農地・水路・林道など）、公共土木施設（村道・橋梁）：
13億3,500万円増　など

県支出金 2億7,700万円 -18.2%
山岳高原を活かした世界水準の観光地補助金が昨年度で終了したため、減少しています。
・山岳高原を活かした世界水準の観光地づくり補助金：5,000万円減
・多面的機能支払交付金：2,300万円増　など

分担金・
負担金 3,900万円 -0.4% 各種負担金の増減により微減となりました。

・保育所保育園負担金△300万円　など

繰入金 3億6,900万円 213.4%
ふるさと白馬応援（ふるさと納税）やウイング21の借入の繰上償還など特定目的基金を
繰り入れています。
・財政調整基金：1億1,700万円増　　・減債基金：7,800万円
・ふるさと白馬村を応援する基金：1億300万円増

村債 6億9,100万円 11.2%
農林業施設や公共土木施設などの災害復旧事業で増額となっています。
・災害復旧事業債：3億2,800万円増　　・臨時財政対策債：1,000万円減
・地域活性化債：7,600万円減　　　　　��・地方道路等整備事業債：8,100万円減など



平成27年度の予算  が議決されました。
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歳出の主な項目（目的別）　10 万円以下切捨て  
歳出目的別項目 予算額 対前年比 主な内容と増減額

議会費 8,400万円 9.5% 議員報酬のほか、議会運営に係る経費です。
議員報酬の減額終了などにより、全体で増額となっています。

総務費 8億5,100万円 0.9%
全般的な管理事務、企画、環境、徴税、戸籍、選挙、五輪施設維持管理などに
係る経費です。
・白馬高校支援事業：1,500万円　　・コミュニティ推進事業：700万円増
・ジャンプ競技場、スノーハープ改修及び圧雪車更新：1億4,000万円　など

民生費 11億3,900万円 9.1%
老人福祉、児童福祉、障がい者福祉、保育所、介護保険、福祉医療などに係る
経費です。
・�地域支え合いセンター建設：6,800万円　　・生活支援相談員設置委託：
700万円　など

衛生費 6億1,400万円 39.7%
衛生、検診等保健予防、ごみ処理、し尿処理などに係る経費です。
・�災害廃棄物処理：2億1,800万円　　・安曇総合病院改築負担金：1,200
万円減　など

農林業費 1億8,800万円 -39.5% 農業振興、農業委員会、土地改良、林業、地籍調査などに係る経費です。
・奈良井有効利用整備：7,100万円減　　・農業基盤整備：6,200万円減　など

観光商工費 2億2,900万円 9.0% 観光振興、商工振興に係る経費です。
・�観光地経営計画策定業務：400万円増　・八方池第3ケルン修復：300万円　など

土木費 6億6,000万円 -21.4% 道路関連（新設改良、維持補修）、除雪経費、下水道事業への繰出金などです。
・道路改良起債事業：1億2,000万円減　など

消防費 2億3,200万円 26.2% 消防団、常備消防、防災事業に係る経費です。
・消防無線デジタル化：1,400万円　・被災住宅修繕補助：1,000万円　など

教育費 3億5,300万円 -2.3% 小・中学校、社会教育、社会体育、教育委員会に係る経費です。
・共同調理場建設設計委託2,000万円　　・学校環境整備：2,000万円減　など

災害復旧費 16億8,000万円 皆増
長野県断層地震に係る災害復旧事業の経費です。
・農林業施設：5億7,800万円　　・公共土木施設：10億8,000万円
・伝統的建造物群：2,100万円

公債費 6億2,800万円 7.4%
過去に借り入れした資金（起債）の償還金（元金+利子）です。今年度はウイ
ング21の借入の一部を減債基金を活用し繰上償還（7,800万円）をするため、
昨年度より増額となっています。

歳出の主な項目（性質別）　10 万円以下切捨て
歳出目的別項目 予算額 対前年比 主な内容と増減額

人件費 7億2,100万円 0.2% 休業中の職員の復帰や議員報酬の減額の終了などにより微増となりました。

物件費 12億300万円 44.3%
消耗品、光熱水費、委託費、備品購入費など消費的支出です。
・災害廃棄物処理：2億1,800万円
・消防デジタル無線機購入：1,400万円　　など

維持補修費 2億5,900万円 -0.3% 公共施設の補修、除雪費などの経費です。
・村道維持補修：1,400万円増　　・山岳観光施設：700万円減　など

扶助費 3億2,900万円 1.7% 児童、老人、障がい者の方々への扶助的経費です。
・老人福祉施設措置費：200万円増　など

補助費等 8億5,600万円 3.4%
各種補助金、負担金です。
・被災住宅修繕補助：1,000万円　　・臨時福祉給付金：700万円増
・農業機械等導入支援補助：300万円　など

普通建設事業費 2億7,600万円 -58.4%
道路、学校、福祉施設などの公共用施設の新増設などの建設事業に係る投資的
経費です。
・奈良井有効利用整備：7,100万円減　　・農業基盤整備：6,200万円減など



　平成 27 年度の特色ある事業を抜粋し、総合計画における基本構想テーマでまとめました。単位は 10 万円以下を切り捨てて
います（事業費が 100 万円未満の場合は 10 万円単位で表示しています）。それぞれの立場の方からご要望にすべて事業化した
いところですが、限りある予算ですので総合計画を基に、より効果があがるように創意工夫を行いました。

第4次総合計画の基本構想テーマに沿った主な事業及び災害復旧関連事業

【災害復旧関連事業】総額19億2,200万円
・災害復旧事業（建設課、農政課、教育課）　16億
8,000万円
　村道、農地、農業用施設（水路等）、林道、伝統的
建造物群（青鬼）の災害復旧を実施します。
・災害廃棄物処理事業（住民課）　2億1,800万円
　半壊以上の住家・非住家の建物で、がれき処理費用
を公費負担で実施します。
・被災住宅修繕工事補助事業（観光課）　1,000万円
　被災した住宅の修繕工事に補助します。
・被災者住宅復興資金利子補給事業（総務課）　40万円
　被災した住宅の復興により借り入れた資金の利子を
長野県と共同して利子分を補助します。
・被災農家支援事業（農政課）　100万円
　震災により被災した農地等により耕作できない農業
者を支援します。
・農業機械等導入支援事業（震災分）（農政課）　
200万円
　震災で農業機械が故障あるいは使用できなくなり、
新たに農業機械を購入する農業者を支援します。

【基盤整備・生活環境】快適で安らぎのある生活
環境を築く
・道路の改良や舗装修繕、橋の改修（建設課）　
6,100万円
　橋の長寿命化工事や村道の改修、修繕などを行います。
・北小学校体育館吊り天井改修事業（教育課）　
2,900万円
　吊り天井部分を改修します。

【行政・住民参画】住民と行政が協働し開かれた
むらをつくる 
・コミュニティ推進事業（総務課）　1,300万円
　地域振興事業や防犯灯設置などに補助を行います。
・第5次総合計画策定事業（総務課）　500万円
　平成28年度から始まる第5次総合計画を策定します。

【産業・観光】優れた資源と人を活かした活力あ
る経済を築く 
・特産品開発事業（農政課）　200万円
　特産品の開発に取り組む団体に補助金を交付しま
す。昨年度は陸わさび、食用ほうずき、雪室保存の
農産物などの取り組みがありました。商品化に向け
て更に支援していきます。

・有害鳥獣被害対策事業（農政課）　900万円
　昨年の被害状況を踏まえ、パトロールの強化や罠用通
報装置の導入、電気柵の設置補助、電気柵の貸し出し
などの取組を行い、被害の減少に努めていきます。
・農業機械等導入支援事業（認定農業者分）（農政
課）　100万円

　営農意欲のある認定農業者に対し、農業機械の導入
に補助します。

【教育・文化】地域をみつめ自然に学び文化を育む
・白馬高校支援事業（総務課）　1,500万円
　魅力あふれる地域高校として、将来にわたり地域と
共に発展していくため、小谷村と共同して白馬高校
を支援していきます。

・国民大会開催事業（スポーツ課）　1億4,000万円
　平成29年2月の開催に向け、国民体育大会の施設
整備助成金を活用しジャンプ競技場とスノーハープ
の両施設の改修、圧雪車の更新を行います。

【健康・福祉・医療】支えあい健康にくらす地域
福祉社会を築く
・保健予防事業（健康福祉課）　5,100万円
　母子保健、健康相談、健康教育、予防接種（ヒブ・肺
炎球菌・子宮頸がん・水痘・高齢者肺炎球菌）、精神
保健など、妊娠期から高齢期の様々なライフステージ
において実施される健康づくりを推進します。
・がん検診推進事業（健康福祉課）　100万円
　子宮がん検診20歳、乳房がん検診40歳、大腸がん
検診40歳・45歳

・55歳・60歳を対象に無料クーポンを配布します。
　死因の第1位である「がん」は早期発見が重要で
す。ぜひ定期的にがん検診を受けましょう。

・子育て相談支援事業（健康福祉課）　1,900万円
　専門の相談員・保育士が相談、教育、コーディネイ
ト、保護者支援などを行います。

【環境保全】自然と共生し誰もが安らげる環境を
つくる
・地球温暖化対策事業（総務課）　200万円
　電気自動車充電施設や太陽光発電施設設置の補助な
どを行います。
・山小屋トイレ改修事業（観光課）　300万円
　自然環境に配慮するため天狗山荘のトイレ改修を2
か年計画で実施します。

白馬村では、多くの方に寄附をいただくことや地域経済の活性化を目的として、
平成 26 年 12 月から 5,000 円を超える寄附をいただいた村外在住の方に対し、
宿泊券・リフト券・お米・特産品などの「お礼の品」をお贈りしています。
平成 27 年度は、さらなる寄附促進と地域の産品の販売促進や誘客を図るため、
寄附者に対する「お礼の品」をご提供いただける協賛事業者を公募します。

村内に事業所がある法人・団体もしくは村内に住所を有する個人が取り扱う
商品で、村の魅力の発信に寄与すると村長が認めた次のものを対象とします。

（１）村内で生産・製造または加工されたもので、配送に耐えうるもの
（２）村内で提供しているサービス等で来村を促進するもの
＊食品など有形のものに限らず、体験プログラム等も応募可能です。
＊お米につきましては、白馬村認定農業者生産米に限定させていただきます。
＊宿泊券につきましては、白馬村観光局の補助券に限定させていただきます。
＊お礼の品の価格は寄附金額の３～４割程度とします。

応募いただいた商品の中から、審査に通ったものを「お礼の品」として採用し
ます。詳しい要件や応募方法についてはホームページをご覧いただくか、白馬
村役場総務課までお気軽にお問合せください。
応募は随時受け付けますので、多くの事業者の応募をお待ちしています。

ふるさと納税　お礼の品の協賛事業者を募集します

お問合せ
　白馬村役場 総務課
　電話：72-7002

村

協賛事業所寄附者

①寄附
　商品選択

②情報提供
　発送依頼

③商品発送

⑤支払い

④請求

平成26年度は震災の影響もあり、5,000人
を超える皆様から総額1億5,000万円以上
のふるさと納税をお寄せいただきました。
件数・金額の詳細や基金の運用状況につい
ては６月号でお知らせします。

平成２７年度特別会計の概要
◆国民健康保険事業　１４億２,６１０万円
　国民健康保険事業は前年度より1億8,822万円の増額と
なります。
　生活習慣病対策のための「特定健診・特定保健指導」を
実施し、皆様の健康管理をお手伝いします。今年度も白馬
村役場で行う集団検診における特定健診を引き続き無料で
受けられます。また、人間ドックを受診された方への補助
金を今年度受診分から2万円に増額します。
　普段から健康づくりに努めるとともに、ジェネリック医
薬品の使用や重複他受診を避けるなど医療費の抑制に努め
ていただくようお願いします。

◆後期高齢者医療　７,２００万円
　後期高齢者医療特別会計は前年度より３１０万円の減額
です。
　保険料は２年ごとに改正されますが、平成２６年度に改
定されておりますので、平成２７年度の保険料率は変更あ
りません。
　人間ドックの補助金はありませんが、平成２６年度より
国保同様に白馬村役場で行う集団健診における特定健診の
自己負担額を無料化しております。
　普段から健康づくりを心がけるとともに、ジェネリック
医薬品の使用や重複多受診を避けるなど医療費の抑制に努
めていただくようお願いします。

◆下水道事業　６億６,１７４万円
　本年度は前年度より５８４万円の減額となり、下水道事業
予算の約７７％（５億９９４万円）が起債の償還となります。
　長寿命化計画による浄化センター施設更新を平成２７年度か
ら３０年度までの４年間で行い、本年度は水処理施設と電気施
設の工事で３,０００万円を計上しました。
　また、引き続き昨年度発生した長野県神城断層地震による災
害復旧工事を行います。

◆農業集落排水事業　３９７万円
　農業集落排水事業は野平地区の処理場と下水道管の維持管理
が主なものとなり、前年度より１３１万円の減額となります。
　予算の約３９％（１５３万円）が起債の償還となります。

◆水道事業
　水道事業は経営活動に係る収益的支出２億９,７９４千円、施
設更新等の建設改良費に係る資本的支出１億１１万円を計上し
ました。
　収益的支出は二股浄水場の沈澱池排泥弁修繕や維持管理委託
料、料金の徴収業務に係る経費、また、水道事業計画の策定を
行います。
　資本的支出は道路改良等に伴う配水管布設替工事や源太郎・
楠川水源の取水ポンプ施設の更新工事、下水道補償工事等を予
定しています。
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　平成 27 年度の特色ある事業を抜粋し、総合計画における基本構想テーマでまとめました。単位は 10 万円以下を切り捨てて
います（事業費が 100 万円未満の場合は 10 万円単位で表示しています）。それぞれの立場の方からご要望にすべて事業化した
いところですが、限りある予算ですので総合計画を基に、より効果があがるように創意工夫を行いました。

第4次総合計画の基本構想テーマに沿った主な事業及び災害復旧関連事業

【災害復旧関連事業】総額19億2,200万円
・災害復旧事業（建設課、農政課、教育課）　16億
8,000万円
　村道、農地、農業用施設（水路等）、林道、伝統的
建造物群（青鬼）の災害復旧を実施します。
・災害廃棄物処理事業（住民課）　2億1,800万円
　半壊以上の住家・非住家の建物で、がれき処理費用
を公費負担で実施します。
・被災住宅修繕工事補助事業（観光課）　1,000万円
　被災した住宅の修繕工事に補助します。
・被災者住宅復興資金利子補給事業（総務課）　40万円
　被災した住宅の復興により借り入れた資金の利子を
長野県と共同して利子分を補助します。
・被災農家支援事業（農政課）　100万円
　震災により被災した農地等により耕作できない農業
者を支援します。
・農業機械等導入支援事業（震災分）（農政課）　
200万円
　震災で農業機械が故障あるいは使用できなくなり、
新たに農業機械を購入する農業者を支援します。

【基盤整備・生活環境】快適で安らぎのある生活
環境を築く
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6,100万円
　橋の長寿命化工事や村道の改修、修繕などを行います。
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　吊り天井部分を改修します。

【行政・住民参画】住民と行政が協働し開かれた
むらをつくる 
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　地域振興事業や防犯灯設置などに補助を行います。
・第5次総合計画策定事業（総務課）　500万円
　平成28年度から始まる第5次総合計画を策定します。

【産業・観光】優れた資源と人を活かした活力あ
る経済を築く 
・特産品開発事業（農政課）　200万円
　特産品の開発に取り組む団体に補助金を交付しま
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て更に支援していきます。
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ト、保護者支援などを行います。

【環境保全】自然と共生し誰もが安らげる環境を
つくる
・地球温暖化対策事業（総務課）　200万円
　電気自動車充電施設や太陽光発電施設設置の補助な
どを行います。
・山小屋トイレ改修事業（観光課）　300万円
　自然環境に配慮するため天狗山荘のトイレ改修を2
か年計画で実施します。

白馬村では、多くの方に寄附をいただくことや地域経済の活性化を目的として、
平成 26 年 12 月から 5,000 円を超える寄附をいただいた村外在住の方に対し、
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寄附者に対する「お礼の品」をご提供いただける協賛事業者を公募します。

村内に事業所がある法人・団体もしくは村内に住所を有する個人が取り扱う
商品で、村の魅力の発信に寄与すると村長が認めた次のものを対象とします。

（１）村内で生産・製造または加工されたもので、配送に耐えうるもの
（２）村内で提供しているサービス等で来村を促進するもの
＊食品など有形のものに限らず、体験プログラム等も応募可能です。
＊お米につきましては、白馬村認定農業者生産米に限定させていただきます。
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　国民健康保険事業は前年度より1億8,822万円の増額と
なります。
　生活習慣病対策のための「特定健診・特定保健指導」を
実施し、皆様の健康管理をお手伝いします。今年度も白馬
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受けられます。また、人間ドックを受診された方への補助
金を今年度受診分から2万円に増額します。
　普段から健康づくりに努めるとともに、ジェネリック医
薬品の使用や重複他受診を避けるなど医療費の抑制に努め
ていただくようお願いします。

◆後期高齢者医療　７,２００万円
　後期高齢者医療特別会計は前年度より３１０万円の減額
です。
　保険料は２年ごとに改正されますが、平成２６年度に改
定されておりますので、平成２７年度の保険料率は変更あ
りません。
　人間ドックの補助金はありませんが、平成２６年度より
国保同様に白馬村役場で行う集団健診における特定健診の
自己負担額を無料化しております。
　普段から健康づくりを心がけるとともに、ジェネリック
医薬品の使用や重複多受診を避けるなど医療費の抑制に努
めていただくようお願いします。

◆下水道事業　６億６,１７４万円
　本年度は前年度より５８４万円の減額となり、下水道事業
予算の約７７％（５億９９４万円）が起債の償還となります。
　長寿命化計画による浄化センター施設更新を平成２７年度か
ら３０年度までの４年間で行い、本年度は水処理施設と電気施
設の工事で３,０００万円を計上しました。
　また、引き続き昨年度発生した長野県神城断層地震による災
害復旧工事を行います。

◆農業集落排水事業　３９７万円
　農業集落排水事業は野平地区の処理場と下水道管の維持管理
が主なものとなり、前年度より１３１万円の減額となります。
　予算の約３９％（１５３万円）が起債の償還となります。

◆水道事業
　水道事業は経営活動に係る収益的支出２億９,７９４千円、施
設更新等の建設改良費に係る資本的支出１億１１万円を計上し
ました。
　収益的支出は二股浄水場の沈澱池排泥弁修繕や維持管理委託
料、料金の徴収業務に係る経費、また、水道事業計画の策定を
行います。
　資本的支出は道路改良等に伴う配水管布設替工事や源太郎・
楠川水源の取水ポンプ施設の更新工事、下水道補償工事等を予
定しています。
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【産業・観光】優れた資源と人を活かした活力あ
る経済を築く 
・特産品開発事業（農政課）　200万円
　特産品の開発に取り組む団体に補助金を交付しま
す。昨年度は陸わさび、食用ほうずき、雪室保存の
農産物などの取り組みがありました。商品化に向け
て更に支援していきます。

・有害鳥獣被害対策事業（農政課）　900万円
　昨年の被害状況を踏まえ、パトロールの強化や罠用通
報装置の導入、電気柵の設置補助、電気柵の貸し出し
などの取組を行い、被害の減少に努めていきます。
・農業機械等導入支援事業（認定農業者分）（農政
課）　100万円

　営農意欲のある認定農業者に対し、農業機械の導入
に補助します。

【教育・文化】地域をみつめ自然に学び文化を育む
・白馬高校支援事業（総務課）　1,500万円
　魅力あふれる地域高校として、将来にわたり地域と
共に発展していくため、小谷村と共同して白馬高校
を支援していきます。

・国民大会開催事業（スポーツ課）　1億4,000万円
　平成29年2月の開催に向け、国民体育大会の施設
整備助成金を活用しジャンプ競技場とスノーハープ
の両施設の改修、圧雪車の更新を行います。

【健康・福祉・医療】支えあい健康にくらす地域
福祉社会を築く
・保健予防事業（健康福祉課）　5,100万円
　母子保健、健康相談、健康教育、予防接種（ヒブ・肺
炎球菌・子宮頸がん・水痘・高齢者肺炎球菌）、精神
保健など、妊娠期から高齢期の様々なライフステージ
において実施される健康づくりを推進します。
・がん検診推進事業（健康福祉課）　100万円
　子宮がん検診20歳、乳房がん検診40歳、大腸がん
検診40歳・45歳

・55歳・60歳を対象に無料クーポンを配布します。
　死因の第1位である「がん」は早期発見が重要で
す。ぜひ定期的にがん検診を受けましょう。

・子育て相談支援事業（健康福祉課）　1,900万円
　専門の相談員・保育士が相談、教育、コーディネイ
ト、保護者支援などを行います。

【環境保全】自然と共生し誰もが安らげる環境を
つくる
・地球温暖化対策事業（総務課）　200万円
　電気自動車充電施設や太陽光発電施設設置の補助な
どを行います。
・山小屋トイレ改修事業（観光課）　300万円
　自然環境に配慮するため天狗山荘のトイレ改修を2
か年計画で実施します。

白馬村では、多くの方に寄附をいただくことや地域経済の活性化を目的として、
平成 26 年 12 月から 5,000 円を超える寄附をいただいた村外在住の方に対し、
宿泊券・リフト券・お米・特産品などの「お礼の品」をお贈りしています。
平成 27 年度は、さらなる寄附促進と地域の産品の販売促進や誘客を図るため、
寄附者に対する「お礼の品」をご提供いただける協賛事業者を公募します。

村内に事業所がある法人・団体もしくは村内に住所を有する個人が取り扱う
商品で、村の魅力の発信に寄与すると村長が認めた次のものを対象とします。

（１）村内で生産・製造または加工されたもので、配送に耐えうるもの
（２）村内で提供しているサービス等で来村を促進するもの
＊食品など有形のものに限らず、体験プログラム等も応募可能です。
＊お米につきましては、白馬村認定農業者生産米に限定させていただきます。
＊宿泊券につきましては、白馬村観光局の補助券に限定させていただきます。
＊お礼の品の価格は寄附金額の３～４割程度とします。

応募いただいた商品の中から、審査に通ったものを「お礼の品」として採用し
ます。詳しい要件や応募方法についてはホームページをご覧いただくか、白馬
村役場総務課までお気軽にお問合せください。
応募は随時受け付けますので、多くの事業者の応募をお待ちしています。

ふるさと納税　お礼の品の協賛事業者を募集します

お問合せ
　白馬村役場 総務課
　電話：72-7002

村

協賛事業所寄附者

①寄附
　商品選択

②情報提供
　発送依頼

③商品発送

⑤支払い

④請求

平成26年度は震災の影響もあり、5,000人
を超える皆様から総額1億5,000万円以上
のふるさと納税をお寄せいただきました。
件数・金額の詳細や基金の運用状況につい
ては６月号でお知らせします。

平成２７年度特別会計の概要
◆国民健康保険事業　１４億２,６１０万円
　国民健康保険事業は前年度より1億8,822万円の増額と
なります。
　生活習慣病対策のための「特定健診・特定保健指導」を
実施し、皆様の健康管理をお手伝いします。今年度も白馬
村役場で行う集団検診における特定健診を引き続き無料で
受けられます。また、人間ドックを受診された方への補助
金を今年度受診分から2万円に増額します。
　普段から健康づくりに努めるとともに、ジェネリック医
薬品の使用や重複他受診を避けるなど医療費の抑制に努め
ていただくようお願いします。

◆後期高齢者医療　７,２００万円
　後期高齢者医療特別会計は前年度より３１０万円の減額
です。
　保険料は２年ごとに改正されますが、平成２６年度に改
定されておりますので、平成２７年度の保険料率は変更あ
りません。
　人間ドックの補助金はありませんが、平成２６年度より
国保同様に白馬村役場で行う集団健診における特定健診の
自己負担額を無料化しております。
　普段から健康づくりを心がけるとともに、ジェネリック
医薬品の使用や重複多受診を避けるなど医療費の抑制に努
めていただくようお願いします。

◆下水道事業　６億６,１７４万円
　本年度は前年度より５８４万円の減額となり、下水道事業
予算の約７７％（５億９９４万円）が起債の償還となります。
　長寿命化計画による浄化センター施設更新を平成２７年度か
ら３０年度までの４年間で行い、本年度は水処理施設と電気施
設の工事で３,０００万円を計上しました。
　また、引き続き昨年度発生した長野県神城断層地震による災
害復旧工事を行います。

◆農業集落排水事業　３９７万円
　農業集落排水事業は野平地区の処理場と下水道管の維持管理
が主なものとなり、前年度より１３１万円の減額となります。
　予算の約３９％（１５３万円）が起債の償還となります。

◆水道事業
　水道事業は経営活動に係る収益的支出２億９,７９４千円、施
設更新等の建設改良費に係る資本的支出１億１１万円を計上し
ました。
　収益的支出は二股浄水場の沈澱池排泥弁修繕や維持管理委託
料、料金の徴収業務に係る経費、また、水道事業計画の策定を
行います。
　資本的支出は道路改良等に伴う配水管布設替工事や源太郎・
楠川水源の取水ポンプ施設の更新工事、下水道補償工事等を予
定しています。
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平成27年4月１日付　白馬村役場異動者一覧

支出日 摘　　　要 金額（円）
10 月   6 日 観光地経営計画策定委員会　食事代 6,580
10 月   7 日 王滝村　災害見舞 100,000
10 月   7 日 木曽町　災害見舞 100,000
10 月 17 日 安曇総合病院病院祭・農業祭前夜祭　祝儀 5,000
10 月 20 日 五竜そば祭り　祝儀 4,400
11 月   6 日 早起き野球白馬リーグ納会・表彰式　祝儀 5,000

11 月 14 日 糸魚川市・小谷村・白馬村議会議員連絡
協議会　会費 6,000

11 月 20 日 白馬猟友会総会　祝儀 4,400
12 月 22 日 雪乞い祈願　奉献酒代　 4,320
12 月 22 日 山の講　奉献酒代 4,320
12 月 22 日 告別式　香典 10,000

1 月   5 日 大北医師会新年会　会費 10,000
1 月   5 日 大北歯科医師会新年会　会費 10,000
1 月 16 日 日中友好協会新年会　祝儀 4,000
1 月 16 日 白馬建設業組合新年会　会費 5,000
1 月 20 日 雪乞い祈願祭　奉献酒代　 8,640

1 月 20 日 第６９回八方尾根リーゼンスラローム大
会　協賛金 50,000

支出日 摘　　　要 金額（円）
1 月 20 日 ニューイヤー駅伝参加チーム　激励品 6,930
1 月 20 日 白馬町おんべ　奉献酒代 4,400
1 月 20 日 東部地区復興祈願祭　奉献酒代 4,400
2 月   5 日 八方の湯竣工式　祝儀 4,474

2 月 10 日 日韓青少年冬季スポーツ交流事業歓迎夕
食会　会費（３名分） 10,000

2 月 25 日 北アルプス山小屋協会総会及び懇親会　会費 10,000
3 月 13 日 北陸新幹線糸魚川駅開業記念祝賀会　会費 5,000
3 月 13 日 地酒で乾杯宣言１周年記念式典　会費 500

3 月 13 日 IVSI ２０１７総会現地視察歓迎パーティー
会費　（２名分） 6,000

3 月 18 日 糸魚川市制施行 10 周年記念式典・
祝賀会　会費 4,000

3 月 24 日 白馬ロータリークラブ交換学生スキーの
集い例会・交流懇親会　会費 8,000

3 月 27 日 司令を囲む会　会費（２名分） 14,000

3 月 27 日 全国「山の日」フォーラム懇親会　
会費 3,000

平成 26 年度下半期の村長交際費支出内訳を公表します。
　交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、村政の円滑な推進を図ることを目的に、村長が村を代表して
外部と交際するために要する経費です。
　公表する内容は、支出日・摘要・金額で、プライバシー保護のため個人氏名の公開は差し控えています。

平成 27年 3月31日付　退職
〜お世話になりました〜

平成 27年 4月1日付　新規採用
〜よろしくお願いします〜

田中 博充 尾澤 宗高田中 あつみ 羽鳥 有貴 小池 由美太田 豊 堀米 拓実 日野 由香

所属課名 新任職名 氏名 前所属課等
総 務 課 主事 尾澤 　宗高 新規採用
税 務 課 課長補佐兼徴収係長 関口 　久人 教育委員会事務局スポーツ課
住 民 課 課長補佐兼ごみ処理対策係長 田中　 哲 農政課

健 康 福 祉 課
介護保険係長兼地域包括支援センター長 内山 　明子
子育て支援ルーム　主任保育士 太田 　有紀 しろうま保育園
小谷村保育園保育士（交流派遣） 西澤 　由美 しろうま保育園

農 政 課
課長補佐兼土地改良国土調査係長 下川 　啓一
主査 橋詰 　隼人 総務課
営農支援センター事務局次長 降旗 　隆男 大北農協から派遣

建 設 課 課長補佐兼工事係長 高野 　繁樹 長野県から派遣
維持管理係長 横山 　勝典 教育委員会事務局教育課

上 下 水 道 課 経理係長 長澤　 肇
主任 堀米 　拓実 新規採用
社会教育係長兼公民館長 長澤 　秀美 上下水道課
教育係長 遠藤 　裕子
主査 降籏 　大輔 総務課
課長補佐兼スポーツ係長 松澤 　宏和 住民課
主事 羽鳥 　有貴 新規採用

し ろ う ま
保 育 園

保育士 千国 　久美子 小谷村から派遣
保育士 小池 　由美 新規採用
保育士 日野 　由香 新規採用

教 育
委員会
事務局

教育課

スポーツ課
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区分 課長 係長 職　　　員

総務課 吉田　久夫

田中　克俊　
柏原　英司　
太田　和也　
下川　智之　

松澤　孝行　 渡邉　宏太　
下川　浩毅　 中村　由加　
太田　俊祉　 尾澤　宗高　

震災復興
対策室

（兼務）　
太田　和也　

（兼務）　
渡邉　宏太　

税務課 平林　豊　

関口　久人　
山岸　大祐　
松澤　拓哉　

鈴木　広章　

今井　志保　
太田　充彦　
吉沢　美穂　
宮澤　里志　

健康福祉課
太田　洋一

山岸　久美子
下川　貴彦　
鷲澤　友也　

吉澤　八千代 太田　智美　

工藤　弘美　
稲垣　まゆき
竹内　美樹　

内山　明子　
山岸　俊幸 西澤　由美　

しろうま保育園 園長　
太田　昭子　

阿部　由夏　
森田　真由美
北條　亜紀子
武田　恵理　
松澤　ひろか
松澤　菜津子

区分 課長 係長 職　　　員

しろうま保育園 松澤　ひとみ

影山　千花　
小池　由美　
日野　由香　
千国　久美子

子育て支援ルーム 太田　有紀　

住民課 矢口　俊樹
田中　哲　　 栗林　祐太　

小日向　純代
太田　千恵　
大塚　三貴子

農政課 横山　秋一

下川　啓一　
伊藤　達男　
矢口　浩樹　

田中　洋介　
橋詰　隼人　
武田　一馬　

降旗　隆男　

観光課 篠﨑　孔一 太田　雄介　
柏原　正樹　
一井　剛　　

建設課 山岸　茂幸
田中　敏明　

堤　　則昭　
飯森　可奈子

高野　繁樹　  
横山　勝典　 田中　元気　

上下水道課 酒井　洋　
横山　廣毅　 穗谷　圭祐　
太田　裕史　
長澤　肇　　 堀米　拓実　

教育委
員会事

務局

教育課 松澤　忠明
長澤　秀美　 山岸　大輝　
遠藤　裕子　 降籏　大輔　

スポーツ
課 松澤　忠明 松澤　宏和　

大塚　敦司　
横川　健太　
羽鳥　有貴　

議会事務局 横川　辰彦 宮田　倫子　
会計室 窪田　高枝 塩島　広幸　

白馬村職員職務分担表
村長　下川　正剛　　　副村長　太田　文敏　　　　教育長　横川　宗幸

　今年度は分団幹部が改選となっております。消防団
の活動には地域、職場、そして家族のサポートが不可
欠です。引き続き、ご理解とご協力のほどよろしくお
願い致します。

ご理解とご協力をお願いします
白馬村消防団幹部名簿

分団 役職 氏名 地区

本部
団長 横山　義彦 堀之内
副団長 丸山　義行 八方口

統括分団長 切久保達也 切久保

南部分団

分団長 宮澤　徹矢 沢　渡

副分団長
柏原　正樹 三日市場
江津　繁樹 飯　田
吉川　　玲 飯　森

中部分団

分団長 丸山　直彦 八方口

副分団長
武田　　望 深　空
矢口　浩樹 瑞　穂
嶺村　直樹 蕨　平

北部分団

分団長 千国　正和 塩　島

副分団長
宮田　陽平 森　上
松沢　　剛 新　田
横沢　勝也 新　田

出初式のお知らせ
　4月 29 日（水）午後 1時 30 分からウイング 21 で出初式が、午後 3時 10 分頃から県道白馬岳線（八十二銀行白馬支店
前）にて分列行進が行われます。どなたでも観覧できますので、是非お出掛けください。
　なお、分列行進に併せて、午後 2時 30 分頃から 3時 30 分頃まで県道白馬岳線（白馬駅前交差点−六十刈体育館信号）
が全面通行止めとなります。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
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神城断層地震に係る農地農業用施設の被害確認のお願い 残雪対策本部設置について

《平成 27年度も》神城断層地震に係る
住宅修繕工事補助金交付事業を行います

農地災害復旧に関するＱ＆Ａ
お問合せ：白馬村役場 農政課　電話 85-0766

詳しいお問合せは、白馬村役場農政課　電話　72－5000
もしくは、大北農協北部営農センター　電話　75―2180までお願いします。

電話：0261－85－0722（直通）　　　Mail：kanko@vill.hakuba.lg.jp
様式のダウンロード：http://www.vill.hakuba.lg.jp/category/industry/remodel_fund.html

　村農政課では平成26年11月22日神城断層地震発生
後、農地農業用施設の被害把握に努めて参りました。
　結果、降雪までの間、目視により確認した農地の被害
は120箇所程度を確認し、農地所有者・耕作者の皆様へ
状況を説明したうえで、順次復旧に向け準備を進めてお
ります。
　しかしながら、雪解け後、営農に不具合が生じる新た

な被害農地の発生が心配されます。
　村では、地震の影響と判断される限り農地の復旧を行
います。
　従いまして、農地所有者・耕作者の皆様には雪解け後、
早めに農地の確認をいただき、田圃の隆起、亀裂、畦畔
の損傷等発生している場合は、平成27年4月30日まで
に村農政課までご連絡をお願いします。

被害農地の例

①田圃の隆起（うねり）作付け不能農地 ②田圃の亀裂（クラック） ③畦畔の崩落

Ｑ．湛水（たんすい）とは何ですか？
Ａ．水をたたえること。（水を溜めること。） 

Ｑ．農地が「傾いている・湛水できない・亀裂があ
る・畦が崩れた」等の被害が発生していますが、
どうしたら良いですか？

Ａ．平成27年4月30日までに白馬村役場農政課ま
でご連絡ください。

Ｑ．被害にあった農地で作付けしたいのですが可
能でしょうか？

Ａ．基本的には国へ災害申請を行っているため工
事が終了するまでは作付け（耕起作業を含む）
出来ませんが、農地の被害状況により異なりま
すので個別に対応させていただきます。

例：田圃の亀裂、傾きは作付け出来ません。
　 ※耕起することで被害状況の確認が出来なくな

るため
例：畦の崩落は、仮畦を作ることで作付けすること

が可能となる場合があります。

Ｑ．被害にあった農地を自ら復旧（耕耘等も含む）
した場合に補助制度はありますか？

Ａ．補助制度はありません。また、災害復旧工事の
対象から外れてしまいます。

Ｑ．災害復旧工事に個人負担（受益者負担）はかか
りますか？

Ａ．被災者支援として、農地所有者に負担金は求め
ません。

Ｑ．被災を受けた農地が法人等と利用権設定（貸し
ている）を結んでいます。作付け出来ない場合、
契約及び借地料はどの様な取り扱いになりま
すか？

Ａ．利用権設定している（貸している）農地につい
ては引き続き継続いただくよう借手にお願い
していきます。ただし、作付けが出来ませんの
で27年度の借地料は無料とさせていただくよ
うご理解をお願いします。

　農地の災害復旧工事は、神城断層地震の影響により、湛水機能が損なわれる農地（田、転作田含む）が対象となります。
畑の様に湛水を必要としない農地（耕す事によって機能改善が図られる農地）は災害復旧工事の対象となりません。例外
として、営農再開に著しく支障がある場合にはご相談ください。
　また、以下のＱ＆Ａはあくまでも現時点における参考程度の回答であり、今後変更等も考えられますので予めご了承
ください。

　本年は大雪と低温により、残雪量が多く農作業への影響が懸念される為、白馬村で
は3月20日に白馬村残雪対策本部を設置しました。
　今後、苗代用の圃場または神城断層地震の被災農地を対象に消雪剤購入費を補助し
ます。購入を希望される方は、大北農協北部営農センターか、A・コープサプライ白馬
店営農部門で購入して下さい。品名は「すみこちゃん」です。

　平成26年11月22日に発生した神城断層地震の復興
支援として、被害を受けた住宅の修繕工事に係る経費
に対し補助金を交付します。

◆補助対象者
　補助対象住宅を所有している方で、村税等※を滞納
していない方が補助金の申請を行うことができます。

村税等※･･･白馬村税条例（昭和35年白馬村条例第５号）
　　　　　  第３条に規定する税及び国民健康保険税

（同一世帯内に滞納者がいる場合、要件を満たしていな
いことになります。）

　平成26年度中に補助金の交付決定を受けた方は、平
成27年度事業の対象にはなりません。

◆補助対象住宅とは
　村内に所在し、白馬村民が現に居住している専用住
宅及び併用住宅であって神城断層地震により被害を受
けたものが対象となります。ただし、災害救助法及び
災害者生活再建支援法の適用を受けた住宅は対象外と
なります。
　専用住宅・・・居住の様に供する家屋
　併用住宅・・・住宅と店舗、事務所等が一体となって
　　　　　　　  いる住宅

◆補助対象となる修繕工事
　屋根の修繕、内装の修繕、外壁の修繕、門・へい等
の外構工事、電気及び給排水設備工事、擁壁・石垣等
の修繕が対象になります。（家財、電気製品等の修理及
び購入経費は対象になりません。）

◆補助対象金額
　補助の対象となる修繕工事の金額は、対象となる修
繕工事の合算金額とします。
　併用住宅の修繕工事の場合は、工事に要した経費の
額に建物全体に占める専用住宅部分の床面積の割合を

掛けた額を補助対象金額とします。
　また、工事の合計金額が10万円未満の場合は補助の
対象になりません。

◆補助金の額
　補助対象金額の３分の１に相当する額（千円未満の
端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とします。
ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、
20万円を上限とします。

◆補助金の交付申請
　次に掲げる必要書類をそろえて申請して下さい。①

「交付申請書」（様式１号）  ②領収書又は請求書の写し
③修繕工事の内容が確認できる書類（見積書・設計書・
図面・位置図など）　④修繕工事を行う前と後に撮影し
た現況写真。（その他村長が必要と認めた書類をご提出
頂く場合があります）　所有している補助対象住宅１棟
につき１回とし、平成27年4月1日～平成28年3月
31日まで申請を受け付けます。

◆交付の決定と請求
　申請を受付けた後、書類審査に合格した場合は、申
請者に対し「補助金交付決定通知」を発送します。「補
助金交付請求書」（様式２号）を同封しますので、必要
事項を記入後速やかに提出して下さい。
　補助金は原則として口座振込で交付します。請求書
の提出から１ヶ月程度時間を要します。

◆補助金に関する窓口
　この補助金に関するお問合せ、「交付申請書」（様
式１号）の入手、申請書類の提出先
　白馬村役場　観光課（役場庁舎よこ、多目的研
修集会施設２階）

はくば4月.indd   8 2015/04/02   14:33



9

神城断層地震に係る農地農業用施設の被害確認のお願い 残雪対策本部設置について

《平成 27年度も》神城断層地震に係る
住宅修繕工事補助金交付事業を行います

農地災害復旧に関するＱ＆Ａ
お問合せ：白馬村役場 農政課　電話 85-0766

詳しいお問合せは、白馬村役場農政課　電話　72－5000
もしくは、大北農協北部営農センター　電話　75―2180までお願いします。

電話：0261－85－0722（直通）　　　Mail：kanko@vill.hakuba.lg.jp
様式のダウンロード：http://www.vill.hakuba.lg.jp/category/industry/remodel_fund.html

　村農政課では平成26年11月22日神城断地震発生後、
農地農業用施設の被害把握に努めて参りました。
　結果、降雪までの間、目視により確認した農地の被害
は120箇所程度の被害を確認し、農地所有者・耕作者の
皆様へ状況を説明したうえで、順次復旧に向け準備を進
めております。
　しかしながら、雪解け後、営農に不具合が生じる新た

な被害農地の発生が心配されます。
　村では、地震の影響と判断される限り農地の復旧を行
います。
　従いまして、農地所有者・耕作者の皆様には雪解け後、
早めに農地の確認をいただき、田圃の隆起、亀裂、畦畔
の損傷等発生した場合は、平成27年4月30日までに村
農政課までご連絡をお願いします。

被害農地の例

①田圃の隆起（うねり）作付け不能農地 ②田圃の亀裂（クラック） ③畦畔の崩落

Ｑ．湛水（たんすい）とは何ですか？
Ａ．水をたたえること。（水を溜めること。） 

Ｑ．農地が「傾いている・湛水できない・亀裂があ
る・畦が崩れた」等の被害が発生していますが、
どうしたら良いですか？

Ａ．平成27年4月30日までに白馬村役場農政課ま
でご連絡ください。

Ｑ．被害にあった農地で作付けしたいのですが可
能でしょうか？

Ａ．基本的には国へ災害申請を行っているため工
事が終了するまでは作付け（耕起作業を含む）
出来ませんが、農地の被害状況により異なりま
すので個別に対応させていただきます。

例：田圃の亀裂、傾きは作付け出来ません。
　 ※耕起することで被害状況の確認が出来なくな

るため
例：畦の崩落は、仮畦を作ることで作付けすること

が可能となる場合があります。

Ｑ．被害にあった農地を自ら復旧（耕耘等も含む）
した場合に補助制度はありますか？

Ａ．補助制度はありません。また、災害復旧工事の
対象から外れてしまいます。

Ｑ．災害復旧工事に個人負担（受益者負担）はかか
りますか？

Ａ．被災者支援として、農地所有者に負担金は求め
ません。

Ｑ．被災を受けた農地が法人等と利用権設定（貸し
ている）を結んでいます。作付け出来ない場合、
契約及び借地料はどの様な取り扱いになりま
すか？

Ａ．利用権設定している（貸している）農地につい
ては引き続き継続いただくよう借手にお願い
していきます。ただし、作付けが出来ませんの
で27年度の借地料は無料とさせていただくよ
うご理解をお願いします。

　農地の災害復旧工事は、神城断層地震の影響により、湛水機能が損なわれる農地（田、転作田含む）が対象となります。
畑の様に湛水を必要としない農地（耕す事によって機能改善が図られる農地）は災害復旧工事の対象となりません。例外
として、営農再開に著しく支障がある場合にはご相談ください。
　また、以下のＱ＆Ａはあくまでも現時点における参考程度の回答であり、今後変更等も考えられますので予めご了承
ください。

　本年は大雪と低温により、残雪量が多く農作業への影響が懸念される為、白馬村で
は3月20日に白馬村残雪対策本部を設置しました。
　今後、苗代用の圃場または神城断層地震の被災農地を対象に消雪剤購入費を補助し
ます。購入を希望される方は、大北農協北部営農センターか、A・コープサプライ白馬
店営農部門で購入して下さい。品名は「すみこちゃん」です。

　平成26年11月22日に発生した神城断層地震の復興
支援として、被害を受けた住宅の修繕工事に係る経費
に対し補助金を交付します。

◆補助対象者
　補助対象住宅を所有している方で、村税等※を滞納
していない方が補助金の申請を行うことができます。

村税等※･･･白馬村税条例（昭和35年白馬村条例第５号）
　　　　　  第３条に規定する税及び国民健康保険税

（同一世帯内に滞納者がいる場合、要件を満たしていな
いことになります。）

　平成26年度中に補助金の交付決定を受けた方は、平
成27年度事業の対象にはなりません。

◆補助対象住宅とは
　村内に所在し、白馬村民が現に居住している専用住
宅及び併用住宅であって神城断層地震により被害を受
けたものが対象となります。ただし、災害救助法及び
災害者生活再建支援法の適用を受けた住宅は対象外と
なります。
　専用住宅・・・居住の様に供する家屋
　併用住宅・・・住宅と店舗、事務所等が一体となって
　　　　　　　  いる住宅

◆補助対象となる修繕工事
　屋根の修繕、内装の修繕、外壁の修繕、門・へい等
の外構工事、電気及び給排水設備工事、擁壁・石垣等
の修繕が対象になります。（家財、電気製品等の修理及
び購入経費は対象になりません。）

◆補助対象金額
　補助の対象となる修繕工事の金額は、対象となる修
繕工事の合算金額とします。
　併用住宅の修繕工事の場合は、工事に要した経費の
額に建物全体に占める専用住宅部分の床面積の割合を

掛けた額を補助対象金額とします。
　また、工事の合計金額が10万円未満の場合は補助の
対象になりません。

◆補助金の額
　補助対象金額の３分の１に相当する額（千円未満の
端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とします。
ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、
20万円を上限とします。

◆補助金の交付申請
　次に掲げる必要書類をそろえて申請して下さい。①

「交付申請書」（様式１号）  ②領収書又は請求書の写し
③修繕工事の内容が確認できる書類（見積書・設計書・
図面・位置図など）　④修繕工事を行う前と後に撮影し
た現況写真。（その他村長が必要と認めた書類をご提出
頂く場合があります）　所有している補助対象住宅１棟
につき１回とし、平成27年4月1日～平成28年3月
31日まで申請を受け付けます。

◆交付の決定と請求
　申請を受付けた後、書類審査に合格した場合は、申
請者に対し「補助金交付決定通知」を発送します。「補
助金交付請求書」（様式２号）を同封しますので、必要
事項を記入後速やかに提出して下さい。
　補助金は原則として口座振込で交付します。請求書
の提出から１ヶ月程度時間を要します。

◆補助金に関する窓口
　この補助金に関するお問合せ、「交付申請書」（様
式１号）の入手、申請書類の提出先
　白馬村役場　観光課（役場庁舎よこ、多目的研
修集会施設２階）
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利息分

元本分

10年
5年

建設等の場合
補修等の場合

開始 20年
10年

被災住宅再建のための融資に関し、借入利率相当額の一部を補助します
【補助の対象となる方】
次のすべての要件に該当する方が対象となります。

□「り災証明書」の発行を受けた方
□住宅金融支援機構（民間金融機関※）から被災住宅の復興
　のための融資を受けた方。
□村内で住宅を再建される方

※民間金融機関から融資を受けた場合でも、補助対象となる住
宅の要件や、利率、特例措置は、住宅金融支援機構の災害復
興住宅融資の融資を受けることができる要件に準じます。

【補助の内容】
・建設、新築購入、中古購入の融資を受けた方
借入利率の 0.5%を超える部分の、10年相当分を補助します。
（長野県）借入利率の 0.5%部分の、10年相当分を補助します。
（白馬村）（借入額を元利均等方式による 20 年間の割賦払いと
して計算します。）

・補修等の融資を受けた方
借入利率の 0.5%を超える部分の、5年相当分を補助します。（長
野県）
借入利率の 0.5%部分の、5年相当分を補助します。（白馬村）

（借入額を、元利均等方式による 10 年間の割賦払いとして計算
します。）
※借入利率は住宅金融支援機構の融資利率を条件とします。

【補助金を交付する時期】
金銭消費賃借契約締結後、補助金交付申請時に一括して交付し
ます。

【補助金に関するお問合せ先】
ご不明な点は下記までお問い合せください。
長野県建設部建築住宅課　企画係（電話：026－235－7339）
北安曇地方事務所　商工観光建築課（電話：0261－23－6524）
白馬村役場　総務課（電話：0261－72－5000）

　住宅金融支援機構では、災害からの早期復興を支援させて
いただくため、災害復興住宅融資の受付を行っております。
■融資金利【平成 27 年 3 月 20 日現在】

※お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※融資金利は、原則として毎月改定します。

■融資限度額
・建設の場合
基本融資額（建設資金）1,650 万円＋特例加算額 510万円
※この他に、土地取得資金を融資できる場合があります。
・補修の場合
730 万円（引方移転・整地を伴う場合は＋440万円）
※各所要額（建設費・補修費など）が上記金額よりも低い場合は、その
金額が限度となります（10 万円以上 10 万円単位 )。

ご利用いただける方　　 
次の (1) から (4) までの全てにあてはまることが必要です。
※住宅の工事が完了している場合は、お申込みができません。

(1) 自然災害により被害が生じた住宅の所有者、賃借人又は居
住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

※災害復興住宅融資を利用される方には、申込時に「り災証
明書」の写しを提出していただきます。
(2) ご自分が居住するために住宅を建設、購入又は補修する方
(3) 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総
返済負担率）が次の基準を満たしている方

(4) 日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方

　村民の口腔内の健康増進を図るため、歯周疾患検診を実施
します。
　歯周病を始めとする歯周疾患は、中高年以降の歯の喪失の
原因として多くを占めており、初期には自覚症状に乏しく、
症状を自覚した時には症状がかなり進行しており、歯の保存
が困難となることが多くみられます。
　そこで、歯周疾患の早期発見及び口腔保健意識の向上を図
り、住民の健康水準の向上を図ることを目的として、節目の
年齢である40、50、60、70歳に、歯科医療機関による問診、
口腔内一般検診、歯周組織検査、口腔衛生指導の歯周疾患検
診・保健指導を行います。

　今年度の対象者は、平成27年4月1日現在、白馬村に住所
を有し、平成27年度に満40歳・満50歳・満60歳・満70
歳に達する方です。受診料金の自己負担額は1,000円で、
3,000円を村が助成します。
　対象者には受診券を送付しますので、大北管内歯科医療機
関にて受診してください。なお、受診の際は、必ず電話予約
をお願いします。有効期限は平成28年2月29日までとなり
ます。
　（受診希望者の集中を防ぐため、4月～ 7月に分散して受診
券を配布しますのでご了承ください）

災害復興住宅建設等補助金のイメージ

被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資のお知らせ 平成27年度歯周疾患節目検診のお知らせ

白馬村国民健康保険の人間ドック受診補助金について

■お問合せ・申込関係書類の請求先
「災害復興住宅融資のご案内」及びお申込みに必要な書類の
ご請求については、こちらへご連絡ください。
住宅金融支援機構お客さまコールセンター＜災害専用ダイヤル＞

建設
新築住宅購入
リ・ユース住宅
( 中古住宅 )
購入  

①住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」
した旨の「り災証明書」
②住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した旨の

「り災証明書」を交付されている方は「住宅の
被害状況に関する申出書」が必要となります。

補修 ①住宅に 10 万円以上の被害が生じ、「り災証明
書」を交付されている方

年収 400 万円未満

総返済負担率基準 30％以下

400 万円以上

35％以下

特例加算額

補修の場合

年 1.98％

年 1.08％

建設・購入の場合
基本融資額 年 1.08％

【融資のお申し込み先】融資を受ける金融機関の窓口でお申込み、ご相談ください。

0120-086-353（通話料無料）

県補助

村補助

自己負担

0.5％

※電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。（受付時間　9:00 ～ 17:00）

（大町市）
歯科医院名

い い ざ わ 歯 科 医 院
オクハラ・デンタル・クリニック
金 子 歯 科 医 院
グ リ ー ン 歯 科 ク リ ニ ッ ク
佐 藤 歯 科 医 院
砂 田 歯 科 医 院
西 澤 歯 科 医 院

電話番号
２３－７０５０
２３－０５００
２３－２２００
２３－６６６６
２３－３２１１
２２－０６４８
２２－５０９１

（池田町）
歯科医院名

小 田 切 歯 科 医 院
竹 内 歯 科 医 院
師 岡 歯 科

電話番号
６２－３１３４
６２－２１５１
６２－９７８１

（白馬村）
歯科医院名

お だ 歯 科
柏 原 歯 科 医 院
武 田 歯 科 医 院
橘 歯 科 医 院

電話番号
７２－６４８２
７１－１１８２
７２－８０６０
７２－５０２５

（松川村）
歯科医院名

あ づ み 野 歯 科
い と う 歯 科 医 院
岡 江 歯 科 医 院
き ら り 歯 科 医 院
丸山歯科クリニック

電話番号
６２－２３３２
６２－８８８０
６２－９８８８
６２－０００５
６２－０６４８

（小谷村）
歯科医院名

小 谷 歯 科 医 院
電話番号

８２－２７６２

【実施医療機関】

年齢
40歳
50歳
60歳
70歳

生　年　月　日
昭和50（1975）年4月2日～昭和51（1976）年4月1日
昭和40（1965）年4月2日～昭和41（1966）年4月1日
昭和30（1955）年4月2日～昭和31（1956）年4月1日
昭和20（1945）年4月2日～昭和21（1946）年4月1日

【平成27年度　歯周疾患節目検診対象者】

　白馬村国民健康保険では病気の早期発見及び健康保持増進を図るため人間ドック受診に係る経費に対し
補助金を交付しています。平成２７年４月より交付金額を次のとおり見直しましたのでご活用下さい。

　ドック受診後結果が届きましたら、結果表・領収書・印鑑・振込先のわかるもの・保険証を持参の
上申請をしてください。
　なお、申請は1年度1回限りとし、村税等に未納がない世帯が補助対象となります。

お問合せ：白馬村役場 住民課　電話 72-5000（内線：1136）

お問合せ：白馬村役場 健康福祉課　電話 72-5000（内線：1144）

平成26年度まで（受診日　平成27年3月31日まで）
人間ドック1回につき15,000円を補助

平成27年度から（受診日　平成27年4月1日から）
人間ドック1回につき20,000円を補助

はくば4月.indd   10 2015/04/08   11:44
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利息分

元本分

10年
5年

建設等の場合
補修等の場合

開始 20年
10年

被災住宅再建のための融資に関し、借入利率相当額の一部を補助します
【補助の対象となる方】
次のすべての要件に該当する方が対象となります。

□「り災証明書」の発行を受けた方
□住宅金融支援機構（民間金融機関※）から被災住宅の復興
　のための融資を受けた方。
□村内で住宅を再建される方

※民間金融機関から融資を受けた場合でも、補助対象となる住
宅の要件や、利率、特例措置は、住宅金融支援機構の災害復
興住宅融資の融資を受けることができる要件に準じます。

【補助の内容】
・建設、新築購入、中古購入の融資を受けた方
借入利率の 0.5%を超える部分の、10年相当分を補助します。
（長野県）借入利率の 0.5%部分の、10年相当分を補助します。
（白馬村）（借入額を元利均等方式による 20 年間の割賦払いと
して計算します。）

・補修等の融資を受けた方
借入利率の 0.5%を超える部分の、5年相当分を補助します。（長
野県）
借入利率の 0.5%部分の、5年相当分を補助します。（白馬村）

（借入額を、元利均等方式による 10 年間の割賦払いとして計算
します。）
※借入利率は住宅金融支援機構の融資利率を条件とします。

【補助金を交付する時期】
金銭消費賃借契約締結後、補助金交付申請時に一括して交付し
ます。

【補助金に関するお問合せ先】
ご不明な点は下記までお問い合せください。
長野県建設部建築住宅課　企画係（電話：026－235－7339）
北安曇地方事務所　商工観光建築課（電話：0261－23－6524）
白馬村役場　総務課（電話：0261－72－5000）

　住宅金融支援機構では、災害からの早期復興を支援させて
いただくため、災害復興住宅融資の受付を行っております。
■融資金利【平成 27 年 2 月 20 日現在】

※お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※融資金利は、原則として毎月改定します。

■融資限度額
・建設の場合
基本融資額（建設資金）1,650 万円＋特例加算額 510万円
※この他に、土地取得資金を融資できる場合があります。
・補修の場合
730 万円（引方移転・整地を伴う場合は＋440万円）
※各所要額（建設費・補修費など）が上記金額よりも低い場合は、その
金額が限度となります（10 万円以上 10 万円単位 )。

ご利用いただける方　　 
次の (1) から (4) までの全てにあてはまることが必要です。
※住宅の工事が完了している場合は、お申込みができません。

(1) 自然災害により被害が生じた住宅の所有者、賃借人又は居
住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方

※災害復興住宅融資を利用される方には、申込時に「り災証
明書」の写しを提出していただきます。
(2) ご自分が居住するために住宅を建設、購入又は補修する方
(3) 年収に占める全てのお借入れの年間合計返済額の割合（総
返済負担率）が次の基準を満たしている方

(4) 日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方

　村民の口腔内の健康増進を図るため、歯周疾患検診を実施
します。
　歯周病を始めとする歯周疾患は、中高年以降の歯の喪失の
原因として多くを占めており、初期には自覚症状に乏しく、
症状を自覚した時には症状がかなり進行しており、歯の保存
が困難となることが多くみられます。
　そこで、歯周疾患の早期発見及び口腔保健意識の向上を図
り、住民の健康水準の向上を図ることを目的として、節目の
年齢である40、50、60、70歳に、歯科医療機関による問診、
口腔内一般検診、歯周組織検査、口腔衛生指導の歯周疾患検
診・保健指導を行います。

　今年度の対象者は、平成27年4月1日現在、白馬村に住所
を有し、平成27年度に満40歳・満50歳・満60歳・満70
歳に達する方です。受診料金の自己負担額は1,000円で、
3,000円を村が助成します。
　対象者には受診券を送付しますので、大北管内歯科医療機
関にて受診してください。なお、受診の際は、必ず電話予約
をお願いします。有効期限は平成28年2月29日までとなり
ます。
　（受診希望者の集中を防ぐため、4月～ 7月に分散して受診
券を配布しますのでご了承ください）

災害復興住宅建設等補助金のイメージ

被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資のお知らせ 平成27年度歯周疾患節目検診のお知らせ

白馬村国民健康保険の人間ドック受診補助金について

■お問合せ・申込関係書類の請求先
「災害復興住宅融資のご案内」及びお申込みに必要な書類の
ご請求については、こちらへご連絡ください。
住宅金融支援機構お客さまコールセンター＜災害専用ダイヤル＞

建設
新築住宅購入
リ・ユース住宅
( 中古住宅 )
購入  

①住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」
した旨の「り災証明書」
②住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した旨の

「り災証明書」を交付されている方は「住宅の
被害状況に関する申出書」が必要となります。

補修 ①住宅に 10 万円以上の被害が生じ、「り災証明
書」を交付されている方

年収 400 万円未満

総返済負担率基準 30％以下

400 万円以上

35％以下

特例加算額

補修の場合

年 1.90％

年 1.00％

建設・購入の場合
基本融資額 年 1.00％

【融資のお申し込み先】融資を受ける金融機関の窓口でお申込み、ご相談ください。

0120-086-353（通話料無料）

県補助

村補助

自己負担

0.5％

※電話相談は、土曜日、日曜日も実施します。（受付時間　9:00 ～ 17:00）

（大町市）
歯科医院名

い い ざ わ 歯 科 医 院
オクハラ・デンタル・クリニック
金 子 歯 科 医 院
グ リ ー ン 歯 科 ク リ ニ ッ ク
佐 藤 歯 科 医 院
砂 田 歯 科 医 院
西 澤 歯 科 医 院

電話番号
２３－７０５０
２３－０５００
２３－２２００
２３－６６６６
２３－３２１１
２２－０６４８
２２－５０９１

（池田町）
歯科医院名

小 田 切 歯 科 医 院
竹 内 歯 科 医 院
師 岡 歯 科

電話番号
６２－３１３４
６２－２１５１
６２－９７８１

（白馬村）
歯科医院名

お だ 歯 科
柏 原 歯 科 医 院
武 田 歯 科 医 院
橘 歯 科 医 院

電話番号
７２－６４８２
７１－１１８２
７２－８０６０
７２－５０２５

（松川村）
歯科医院名

あ づ み 野 歯 科
い と う 歯 科 医 院
岡 江 歯 科 医 院
き ら り 歯 科 医 院
丸山歯科クリニック

電話番号
６２－２３３２
６２－８８８０
６２－９８８８
６２－０００５
６２－０６４８

（小谷村）
歯科医院名

小 谷 歯 科 医 院
電話番号

８２－２７６２

【実施医療機関】

年齢
40歳
50歳
60歳
70歳

生　年　月　日
昭和50（1975）年4月2日～昭和51（1976）年4月1日
昭和40（1965）年4月2日～昭和41（1966）年4月1日
昭和30（1955）年4月2日～昭和31（1956）年4月1日
昭和20（1945）年4月2日～昭和21（1946）年4月1日

【平成27年度　歯周疾患節目検診対象者】

　白馬村国民健康保険では病気の早期発見及び健康保持増進を図るため人間ドック受診に係る経費に対し
補助金を交付しています。平成２７年４月より交付金額を次のとおり見直しましたのでご活用下さい。

　ドック受診後結果が届きましたら、結果表・領収書・印鑑・振込先のわかるもの・保険証を持参の
上申請をしてください。
　なお、申請は1年度1回限りとし、村税等に未納がない世帯が補助対象となります。

お問合せ：白馬村役場 住民課　電話 72-5000（内線：1136）

平成26年度まで（受診日　平成27年3月31日まで）
人間ドック1回につき15,000円を補助

平成27年度から（受診日　平成27年4月1日から）
人間ドック1回につき20,000円を補助

はくば4月.indd   11 2015/03/31   16:18
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白馬村では、多くの方に寄附をいただくことや地域経済の活性化を目的として、
平成 26 年 12 月から 5,000 円を超える寄附をいただいた村外在住の方に対し、
宿泊券・リフト券・お米・特産品などの「お礼の品」をお贈りしています。
平成 27 年度は、さらなる寄附促進と地域の産品の販売促進や誘客を図るため、
寄附者に対する「お礼の品」をご提供いただける協賛事業者を公募します。

村内に事業所がある法人・団体もしくは村内に住所を有する個人が取り扱う
商品で、村の魅力の発信に寄与すると村長が認めた次のものを対象とします。

（１）村内で生産・製造または加工されたもので、配送に耐えうるもの
（２）村内で提供しているサービス等で来村を促進するもの
＊食品など有形のものに限らず、体験プログラム等も応募可能です。
＊お米につきましては、白馬村認定農業者生産米に限定させていただきます。
＊宿泊券につきましては、白馬村観光局の補助券に限定させていただきます。
＊お礼の品の価格は寄附金額の３～４割程度とします。

応募いただいた商品の中から、審査に通ったものを「お礼の品」として採用し
ます。詳しい要件や応募方法についてはホームページをご覧いただくか、白馬
村役場総務課までお気軽にお問合せください。
応募は随時受け付けますので、多くの事業者の応募をお待ちしています。

ふるさと納税　お礼の品の協賛事業者を募集します

お問合せ
　白馬村役場 総務課
　電話：72-7002

村

協賛事業所寄附者

①寄附
　商品選択

②情報提供
　発送依頼

③商品発送

⑤支払い

④請求

平成 26 年度は震災の影響もあり、5,000
人を超える皆様から総額 1 億 5,000 万円以
上のふるさと納税をお寄せいただきました。
件数・金額の詳細や基金の運用状況につい
ては６月号でお知らせします。

地域に愛され世界に誇る　白馬高校魅力づくり (1)　～存続の道へ～
全校生徒数が 2 年連続で 160 名を下回り、長野県教育委員会の高校再編基準に抵触した白馬高校ですが、
これまでの取組みや今後の地域支援案を受け、存続の方向で検討されることとなりました。
国際観光科（仮称）の設置や全国募集について６月の県教委定例会で最終的な決定がされます。

Ｑ．なぜ存続させる必要があるの？
Ａ．地域から高校が無くなると、若い人たちが地域に
　　定着しないため、人口流出が止まらないだけでな
　　く、Ｕターン・Ｉターン者も少なくなるため、過疎
　　化・高齢化が急速に進みます。人口減少社会にお
　　いて、「高校の存続」は「地域の存続」に直結する
　　問題です。

Ｑ．これから白馬高校はどうなるの？
Ａ．存続がゴールではありません。地域に愛され住民
　　が誇れる白馬高校であり続けるために、多岐にわ
　　たる魅力づくりを検討していきます。

１．国際観光科（仮称）の設置
　世界水準の山岳観光地の将来を担う人材を育てるた
めに、地域の人材等を活用しながら、英語力・異文化
理解・おもてなし精神等を習得する学科を設置します。
２．公営塾の運営
　生徒が希望する進路を保証するために、地域が塾を
運営します。進学のための学力向上や英会話力強化は
もちろん、地域を愛する心を育てる「地域学」、進学・
就職について見つめ直す「キャリア教育」、その他社会
が求める能力の習得や生徒が望む学びを支援します。
３．生徒の全国募集
　5 年後、10 年後の地域の子どもの減少を考慮し、２
クラスを維持するために生徒の全国募集を実施します。
全国募集に必要となる寮の運営も行います。お問合せ

　白馬高校魅力化プロジェクト事務局
　（白馬村役場 総務課）電話：72-7002

白馬高校魅力化の一例

上記のほか ICT 教育や留学支援についても検討しています。

第36回

開
催
の

お
知
ら
せ

　北アルプスに雪形が姿をあらわすゴールデンウィーク、小谷村・
白馬村・大町市３市村をつなぐ塩の道（千国街道）を楽しく歩く「塩
の道まつり」を今年も5月4日に開催します。（3日小谷村、5日大
町市）昨年は、3,200人ものかたにご参加いただきました。
　今年も、地元の皆様の心のこもったふるまいや、様々なアトラク
ションをご用意しますので、お声をかけあってお越しください。
　受付は当日スタート地点で行います。駐車場に限りがございますの
で、お車でおこしの方はできるだけ乗りあわせのうえお越しください。

日　時 コース
５月４日（月・祝）

旧青木湖スキー場駐車場にて受付 8時～
※受付までは、シャトルバスでお越し下さい。
　受付周辺には、駐車場がありません。

歴史の道コース（南回り約12km）
旧青木湖スキー場駐車場～
　　　  白馬グリーンスポーツの森

白馬グリーンスポーツの森（ゴール地点）の駐車場を利用
受付（スタート地点）へのシャトルバス：無料
[白馬グリーンスポーツの森発]　7時30分～8時30分

[白馬駅発]　7時30分～8時40分

コース詳細…

出発 ⇒ 二僧塚 ⇒ 貞麟寺 ⇒ 飯田神明社 ⇒

 飯森神社 ⇒ 白馬グリーンスポーツの森

9:10 

12:30 13:00

10:10 10:40 11:40

マイカーでお越しの方

JRでお越しの方

アトラクション…
白馬民踊同好会･白馬民謡愛好会（踊り、三味線、尺八等）、
オカリーナ風の音（オカリナ演奏）、白馬キッズ（ダンス）、
白馬良い書（書道パフォーマンス）、八方太鼓、花嫁行列、
からこまき　など

詳しい情報は…　　　　　　　　　で検索　http://shionomichi-matsuri.com/ お問合せ：白馬村観光局　電話 72-7100塩の道祭り

塩
の

道

ま
つ
り

○家庭用生ごみ処理機の補助額を増額

○地区集積場での“ごみの出し方”が変わります

　一般家庭向きの電気式生ごみ処理機の補助金が、４月よ
り購入価格の２分の１補助（上限３万円）から３分の２補
助（上限４万円）に増額となります。ごみ減量のカギは生
ごみの減量です。「自家処理」に挑戦してみましょう。また、
営業者の向きの木枠コンポスト型生ごみ処理機の補助金制
度もありますので、ご利用ください。

　３月号でもお知らせしましたが、地区集積場にごみを出
す場合、村の指定ごみ袋に地区名と排出者の氏名の記載を
していただきますようお願いします。これは、広域化によ
るごみ袋の統一に先駆けて、村として早めに準備するため
のもので、ごみの分別を進め排出者に責任を持ってごみを
出していただくために実施するものです。少なくとも、地

区名の記載は必ずしていただきますよう、ご協力をお願い
いたします。
（６月以降は地区名の記載がない場合は取集しません。）
※古いタイプのごみ袋をお持ちの方は、引き続き使用する

ことが出来ますが、袋の空きスペースに地区名と氏名を
記入してください。

～指定ごみ袋には地区名と排出者の氏名の記載をお願いします～

種　別 補助金額 備　考

（一般家庭向け）
家庭用電気式
生ごみ処理機

購入金額の
３分の２以内
上限４万円

本年度増額しました。
１年度につき、

一世帯当たり１基まで
購入可能。

１基当りにつき、
購入額の３分２以内。

上限１万５千円

（営業者向け）
木枠コンポスト型

生ごみ処理機
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るごみ袋の統一に先駆けて、村として早めに準備するため
のもので、ごみの分別を進め排出者に責任を持ってごみを
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（６月以降は地区名の記載がない場合は取集しません。）
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種　別 補助金額 備　考

（一般家庭向け）
家庭用電気式
生ごみ処理機

購入金額の
３分の２以内
上限４万円
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購入可能。
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購入額の３分２以内。
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お問合せ
　白馬高校魅力化プロジェクト事務局
　（白馬村役場 総務課）　電話：72-7002

公開授業のお知らせ

　白馬高校では、次のとおり公開授業を実施します。
　白馬高校の様子を住民の皆さんに知っていただく機
会ですので、お気軽にお越しください。

日にち：4 月 25 日（土）
＜内容＞
 8:45 ～ 9:35　  各学級の通常授業
　　　　　　　　各教室で行いますのでご自由に
　　　　　　　　ご参観ください
 9:45 ～ 10:45　KAKEHASHI Project 帰国報告会（体育館）

10:45 ～ 11:35　藤岡慎二氏講演会（体育館）
　　　　　　　「答えがない時代に飛び込む君たちへ」

　多くの皆さんのお越しをお待ちしております。

　教育現場で推薦・ＡＯ入試対策やキャリア教育、社
会人基礎力の指導にあたりながら、教育を通じた地
域活性化に全国各地で取り組んでいる藤岡氏に「好
きなことをするためのヒント」についてご講演いた
だきます。

　白馬高生 12 名が 3 月に約 2 週間に渡りアメリカ
でホームステイしながら行ったプレゼンデーション
や学校交流事業を報告します。

新入生を迎えました

　4 月 6 日（月曜日）に白馬高校の入学式が開催され
ました。今年度は 67 名の 1 年生を新たに迎え、全校
生徒数は 170 名となり、7 年ぶりに増加に転じました。
　　　　　　　　　　　　 　

 　生徒一人ひとりの個性を尊重して 3 年後に胸を張っ
て送り出せるよう、白馬・小谷の両村で学校の魅力づ
くりに取り組み、地元に愛される地域高校を目指しま
すので、皆様の支援をお願いします。

　入学式では、新入生代
表の水嶋さんが「仲間と
共に勉学や部活動に精一
杯励み、何事にも積極的
に挑戦し、多くの経験を
糧にして自分の可能性を
広げたい」と入学に際し
ての想いを誓いました。
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　センターでは、子どもたちが、それぞれの個性や特性を大切にしながら健やかに成長し、持っている
力を発揮できるように、一人ひとりに合った育ちを応援します。

＊設定された活動を通して、同世代のお友だちと一緒に楽しむことを味わいます。
＊子育てなどいろいろな悩みについてのお話を聞き、助言を致します。
　そして、必要に応じて専門機関をご紹介致します。
＊保護者向けのいろいろな勉強会を開きます。
＊村内各機関を巡回し、お子さんの様子を見て、必要な場合はお話を聞いたり相談を致します。

　神城断層地震から４ヶ月の節目の日、被災者を対象と
して復興支援イベントを行いました。イベントでは姉妹
都市の和歌山県太地町から婦人会、町職員によりマグロ
丼や伊勢エビの味噌汁、鯨の竜田揚げなどの炊き出しが
行われ、来場者は海の幸に舌鼓を打ちました。またス
テージでは福島県立好間高校フラチーム「ウイラニ・
オーラパ」と白馬で活動しているフラダンスグループの
「フラ　オハナ　アネラ」らによりフラダンスの披露と雅楽の演奏があり
ました。好間高校と好間高校フラチームからはそれぞれ義援金もお持ちい
ただき、イベントにおいて村長に直接手渡されました。
　炊き出し前には日本赤十字看護学会による茶話会・健康チェックも行
われ、血圧測定やハンドマッサージに多くの方が来場されました。

　平成27年４月１日から、神城・名鉄別荘地地区に新たな行政区「めいてつ区」が立ち上がりました。これで白馬村
の行政区は全部で３０地区となりました。
　新たな活動を始めた「めいてつ区」をよろしくお願いします！

～行政区に加入しましょう～
　昨年11月22日に発生した長野県神城断層地震では、行政区の皆さんの連携と共助で、大きな災害にもかかわら
ず犠牲者を一人も出すことがありませんでした。
　ここ数年全国各地で大きな災害が相次ぎ、また、少子高齢化が進む中、改めて人と人とのつながり、「絆」が見直
されています。
　行政区は白馬村で最も身近な「絆」です。ぜひこの機会に、行政区への加入をご検討ください。

村内の行政区に関するお問合せは・・・白馬村役場総務課企画係　TEL72-7002

子育てなどいろいろな悩みについてのお話を聞きます。
必要に応じて専門職員との相談や個別支援を行います。

「なんとなく気になる」「子育てに不安が
ある」「子どもに必要な支援を知りたい」
などお気軽にご連絡下さい。

村内の学校や関係機関と連携し、子どもたちの様子
を参観させて頂きます。

＜子育て相談支援センターではこんなことをします＞
子育て相談支援センターでの活動内容

「ミニサーキットひろば」

活 動 内 容

対 象

様々な運動あそびを通して楽しく全身を動かします。

1歳半健診後の幼児と保護者

活 動 内 容

対 象

就園に向けての小集団活動をし、社会性の力をつけます。

翌年度保育園・幼稚園に入園する幼児と保護者

「あおぞらきょうしつ」

「保護者相談」「個別相談」

「巡回相談」

ペアレントトレーニング、ストレスケア等の講座をし
て、適切な対応方法や楽しい子育て方法を学びます。

「子どもの発達についての講座」の開催

＊両活動は、設定された活動の場を提供します。同世代のお友だちと楽しみましょう。

開設場所　白馬村子育て支援ルーム内
開設時間　８：３０～１７：１５

☎０８０－９２９４－９６５０
☎０８０－９２９４－９６５１

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】白馬村子育て相談支援センター おひさま のご案内
「温かい支援」

「めいてつ区」がスタートします！

「長野県子ども支援センター」を４月から開設しました
内容
　長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」に基づき、子どものさまざまな相談に応じる「長野県子ども支援センター」
を４月に県庁内に開設しました。子どもが抱える友だちや家族との悩み、保護者が抱える子育ての不安などに幅広く対応す
る相談窓口です。秘密は必ず守りますので、ご相談ください。
相談方法
　　（１）電話：0800-800-8035（子ども専用ダイヤル・無料）　　026-225-9330（大人用）
　　（２）メール：kodomo-shien@pref.nagano.lg.jp
　　　※相談できる時間：月～土 午前10:00～午後6:00（日曜日、祝日、年末年始は休み）
問い合わせ 県民文化部　こども・家庭課 電話026-235-7095 
 e-mail　 kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp 
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　センターでは、子どもたちが、それぞれの個性や特性を大切にしながら健やかに成長し、持っている
力を発揮できるように、一人ひとりに合った育ちを応援します。

＊設定された活動を通して、同世代のお友だちと一緒に楽しむことを味わいます。
＊子育てなどいろいろな悩みについてのお話を聞き、助言を致します。
　そして、必要に応じて専門機関をご紹介致します。
＊保護者向けのいろいろな勉強会を開きます。
＊村内各機関を巡回し、お子さんの様子を見て、必要な場合はお話を聞いたり相談を致します。

　神城断層地震から４ヶ月の節目の日、被災者を対象と
して復興支援イベントを行いました。イベントでは姉妹
都市の和歌山県太地町から婦人会、町職員によりマグロ
丼や伊勢エビの味噌汁、鯨の竜田揚げなどの炊き出しが
行われ、来場者は海の幸に舌鼓を打ちました。またス
テージでは福島県立好間高校フラチーム「ウイラニ・
オーラパ」と白馬で活動しているフラダンスグループの
「フラ　オハナ　アネラ」らによりフラダンスの披露と雅楽の演奏があり
ました。好間高校と好間高校フラチームからはそれぞれ義援金もお持ちい
ただき、イベントにおいて村長に直接手渡されました。
　炊き出し前には日本赤十字看護学会による茶話会・健康チェックも行
われ、血圧測定やハンドマッサージに多くの方が来場されました。

　平成27年４月１日から、神城・名鉄別荘地地区に新たな行政区「めいてつ区」が立ち上がりました。これで白馬村
の行政区は全部で３０地区となりました。
　新たな活動を始めた「めいてつ区」をよろしくお願いします！

～行政区に加入しましょう～
　昨年11月22日に発生した長野県神城断層地震では、行政区の皆さんの連携と共助で、大きな災害にもかかわら
ず犠牲者を一人も出すことがありませんでした。
　ここ数年全国各地で大きな災害が相次ぎ、また、少子高齢化が進む中、改めて人と人とのつながり、「絆」が見直
されています。
　行政区は白馬村で最も身近な「絆」です。ぜひこの機会に、行政区への加入をご検討ください。

村内の行政区に関するお問合せは・・・白馬村役場総務課企画係　TEL72-7002

子育てなどいろいろな悩みについてのお話を聞きます。
必要に応じて専門職員との相談や個別支援を行います。

「なんとなく気になる」「子育てに不安が
ある」「子どもに必要な支援を知りたい」
などお気軽にご連絡下さい。

村内の学校や関係機関と連携し、子どもたちの様子
を参観させて頂きます。

＜子育て相談支援センターではこんなことをします＞
子育て相談支援センターでの活動内容

「ミニサーキットひろば」

活 動 内 容

対 象

様々な運動あそびを通して楽しく全身を動かします。

1歳半健診後の幼児と保護者

活 動 内 容

対 象

就園に向けての小集団活動をし、社会性の力をつけます。

翌年度保育園・幼稚園に入園する幼児と保護者

「あおぞらきょうしつ」

「保護者相談」「個別相談」

「巡回相談」

ペアレントトレーニング、ストレスケア等の講座をし
て、適切な対応方法や楽しい子育て方法を学びます。

「子どもの発達についての講座」の開催

＊両活動は、設定された活動の場を提供します。同世代のお友だちと楽しみましょう。

開設場所　白馬村子育て支援ルーム内
開設時間　８：３０～１７：１５

☎０８０－９２９４－９６５０
☎０８０－９２９４－９６５１

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】白馬村子育て相談支援センター おひさま のご案内
「温かい支援」

「めいてつ区」がスタートします！

「長野県子ども支援センター」を４月から開設しました
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長野県交通安全協会「会員特典の店」の募集について
　長野県交通安全協会では、交通安全協会の活動にご賛同を頂いている交通安全協会会員が、県内の事業所や店舗など
において、会員証を呈示することで割引サービスを受けることができる「会員特典の店」制度を実施することとし、特典の店
を募集しています。交通安全協会の行う活動にご理解を頂き、是非ともご参加をお願いいたします。

（一般）長野県交通安全協会
白馬村交通安全協会

春の全国交通安全運動が始まります
　広く村民に交通安全の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を呼びかけ、交通事故
防止の徹底を図ることを目的として、次のとおり春の全国交通安全運動が実施されます。

○期　　　間　　平成２７年５月１１日（月）～５月２０日（水）
○スローガン　　「信濃路は　ゆとりの笑顔と　ゆずりあい」
○運動の重点　　【基本】「子供と高齢者の交通事故防止」

地域包括支援センターだより
平成27年４月より介護保険制度が改正されます

　この４月から、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・例：白嶺）に入所できるのは、要介護３以上の方となり
ます。今までは、要介護１から入所が可能でしたが、４月の改正により介護が必要な重度の方の入所のみとなりま
す。３月末までに入所されている要介護２以下の方は適用されませんので、すでに入所されている方は心配ありま
せん。４月以降で、要介護１，２の入所希望については、やむを得ない事情等により、施設以外での生活が困難な
場合、広域連合、市町村の関与のもと、施設で入所が検討され、特例的に入所が認められます。
　介護保険に関するご質問は、地域包括支援センターで承っております。

　地域包括支援センターは、高齢者の皆様の介護、介護予防、権利擁護などあらゆる相談の窓口です。
秘密は厳守いたします。　� （場所：白馬村役場庁舎内・住民課の南側・電話：７２－６６６７）

　【全国重点】
　○自転車の安全利用の推進
　○�全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの�

正しい着用の徹底
　○飲酒運転の根絶

　【長野県重点】
　○通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底

○優遇店の申込みの受付
　・随時、受け付けております。
　・「会員特典の店登録申込書」により、申込みをお願いします。
　申込連絡先：�一般財団法人長野県交通安全協会事務局�

（026-292-9750）
○特典の店の登録
　�特典の店として当協会に登録し、ホームページや機関紙などに掲
載して広告します。
○特典サービスの開始時期
　平成２７年７月１日から順次開始（希望により開始時期は変更可能）。
○優遇サービスの内容
　�貴事業所（店）を利用時に交通安全協会会員証を呈示した会員に

対して、一般より安価に販売等ができる品目（役務）について、サー
ビスをお願いします。
○特典の店の表示
　�登録された優遇店には、会員が分かりやすいよう「会員特典店の証」
ステッカーほかを配布します。
○利用者（会員）への周知・広報
　�登録いただいた特典の店については、交通安全活動に賛同を頂い
たものとして、所在地、事業所名、特典の内容等を協会ホームページ、
機関紙「交通しなの」（隔月、１８万部）、チラシ、ガイドに掲載します。
○特典の店の登録解除
　登録解除を希望するときは、電話等での申出により解除します。
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～あなたが支える　みんなで支える～
税務課より大切なお知らせです

　　　お知らせ　その１

「しあわせ信州食品開発センター」がオープンしました
内容
　長野県の強みを活かした新しい高付加価値食品づくりとブランド力の向上を目指して、この4月、長野市の工業技術総合
センター食品技術部門に「しあわせ信州食品開発センター」をオープンしました。
　健康長寿志向の食品や県産農産物を活用した食品など、信州らしさをアピールできる食品開発を支援します。
こんな場面でご利用ください
　　・商品企画相談（加工技術の相談、委託研究）
　　・試作加工（試作加工装置の利用、加工委託）
　　・試作評価（依頼試験、分析機器の利用、試食評価、モニタリング調査）
　　・商品化（テスト販売、展示・商談会）
　　　※設備等の利用予約は2カ月前から受け付けています。
問い合わせ・申し込み	 県工業技術総合センター食品技術部門	 電話	026-227-3138	
	 e-mail　shokuhinshiken@pref.nagano.lg.jp

平成27年度固定資産税の減免及び第一期の納付期間変更についてのお知らせ

①平成27年度固定資産税の減免措置について
　平成26年11月22日に発生した長野県神城断層地震により被害を受けた土地・家屋について、平成27年度中に使
用することができない場合は平成27年度固定資産税の減免措置を受けることができます。この減免措置の適用を受け
るには、土地・家屋の納税義務者(または納税継承者及び相続人)となっている方の申告が必要となりますので、平成
27年度固定資産税納税通知書兼領収書がお手元に届きましたら、４月末日までに白馬村役場税務課窓口までお越しく
ださい。

②平成27年度固定資産税第一期の納付期間変更について
　固定資産税第一期分の納付について、白馬村では通常「4月15日～4月25日まで」を納付期間としていますが、平成
27年度固定資産税第一期分に限り、納付期間を「5月15日～5月25日まで」に変更いたします。納税者の皆様にはご
迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

インターネットから２４時間手続きＯＫ！
平成２７年度からクレジットカードで村税の支払いが可能になります！

～支払い方法はとっても簡単！～
　パソコンから、ヤフー・ジャパンの「公金支払」にアクセスしていただき、画面の指示に従って情報の入力と確認をすれ
ば、簡単にクレジットカードで支払いができます。
　
　対象となる税目は、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税です。
　なお、クレジットカードでの支払いを開始する場合には、事前の申し込みが必要です。詳しい内容は、税務課までお
問い合わせください。

【問合せ先】　　白馬村役場税務課　　☎0261-85-0712（課直通）

お知らせ　その２
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図書館だより
No.161

平成27年4月

白馬村図書館

TEL（72）-5200

図書館の
おやすみ

図書館の
開館時間

・月曜日　祝日
・毎　月　最終金曜日（館内整理休館日）
　　　　　→祝日と重なる場合、休館日が変更となります。
・その他　やむを得ず、臨時休館・臨時閉館する場合があります。

午前9時〜午後6時

月 火 水 木 金 土 日
4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日
4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日
5月4日 5月5日 5月6日 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日

○休館日のお知らせ� （色がついてる日が休館日になります。）

書　　名 著者名 分類
「もしも」に備える食 石川　伸一／今泉　マユ子 ３６９イ
山岳雪崩大全 雪氷災害調査チーム〔編集〕 ４５１サ
新・予防接種へ行く前に ワクチントーク全国〔編集〕 ４９３シ
訪日外国人観光ビジネス入門講座 村山　慶輔 ６８９ム
千春の婚礼（新・御宿かわせみ　５） 平岩　弓枝 Ｆヒ
桑港特急 山本　一力 Ｆヤ
風の丘 カルミネ・アバーテ ９７３ア
信州教育に未来はあるか 山口　利幸 Ｎ３７２ヤ
知っておきたい長野県の記念日 加瀬　清志 Ｎ２１５カ

書　　名 著者名 分類
マララ―教育のために立ち上がり、世界を変えた少女― マララ・ユスフザイ／パトリシア・マコーミック ２８９ユ
超カンタンけん玉教室 日本けん玉協会〔監修〕 ７９８チ
あまねく神竜住まう国 荻原　規子 ９１３オ

はるのおとがきこえるよ
ふゆのおわりのよるにきこえてきた、
ふしぎなおと。くまくんといっしょに、
ぼくは、そのおとがするほうへいくこ
とに…。

どうするジョージ！
るすばんをすることになった犬の
ジョージ。いいこにしていられるか
な？？

ジョン・シェリー〔絵〕
分類　Ｅシ

クリス・ホートン〔作・絵〕
分類　Ｅホ

ー新着案内ー

【一般・郷土】

【児童書・絵本】

・�図書の貸し出しを希望されるかたは、現住所の確認ができる身分証明書（免許証、保険証等）
を持参し、窓口にて、「図書館図書等貸出申込書」をご記入ください。（小学生以下の方は、
保護者同伴のうえ、保護者の身分証明書をご提示ください。）カード発行には、やむをえず、
お時間をいただく場合があります。時間に余裕をもって、お申し込みいただきますよう、
お願い申し上げます。
・�ＤＶＤ・ＣＤソフトは、一人３点まで３週間館外貸出できます（図書と合わせて一人10
点まで）。貸出には、図書館の利用者カードが必要です。　

ご家庭のパソコンやスマートフォンで、この他の図書・ＤＶＤソフトの新着案内、在庫状況をご覧いただけます。

【白馬村行政ホームページ→白馬村図書館→図書館カレンダー・蔵書検索・新着案内】

○図書館利用案内

利用者カード〈見本〉
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開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先

5月13日（水） 13：00～15：00 ふれあいセンター２階福祉相談室
司法書士

人権擁護委員
民生児童委員

白馬村社会福祉協議会　72-7230

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先
6月1日（月） 13：00～16：00 ふれあいセンター２階福祉相談室 人権擁護委員 白馬村社会福祉協議会　72-7230

開 設 日 時　間 場　所 相 談 員 お問合せ先
4月14日（火） 13:00～16:00 役場２階　庁議室 行政相談委員 白馬村役場総務課　72-7002（直通）

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
4月27日（月） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H27年２月生
4月28日（火） ７ヵ月もぐもぐの日 9：45～10：00 H26年８月～H26年９月生
5月12日（火） １歳半健診 13：00～13：15 H25年９月～H25年11月10日生
5月22日（金） 乳児健診 9：15～ 9：30 H26年12月～H27年１月12日生
5月25日（月） ２歳相談 9：15～ 9：30 H25年２月～H25年３月生
5月28日（木） ２ヵ月育児相談 9：30～ 9：45 H27年３月生

月　日 事 業 名 受付時間 対象になるお子さん
4月17日（金） 麻疹風疹2期 13：00～13：30 幼稚園年長児
4月24日（金） 保育園年長児
4月21日（火）

各種予防接種 13：00～13：30 個別にスケジュールをご案内しています5月 8日（金）
5月21日（木）
5月15日（金） 日本脳炎 13：00～13：30 幼稚園年少児・幼稚園年中児
5月26日（火） 保育園年少児・保育園年中児

行事日程■子育て支援ルーム

1歳児の広場 毎週火曜日
0歳児の広場 毎週水曜日

2・3歳児の広場 毎週木曜日

毎週月曜日
9 :30～12:00
13:30～16:00

毎週火・水・木曜日 13:30～16:00

自由利用

■休・祝日緊急当番医表

月日 曜日 白馬村・小谷村当番医
大町市内 大北一円

歯　　　科
内科・小児科 外科

4月26日 日 公済堂（北沢）医院 小野医院 市立大町総合病院 あづみ野歯科 松川村
4月29日 水 栗田医院 平林医院 北アルプス医療センター  あづみ病院 オクハラデンタルクリニック 大町市
5月 3日 日 神城醫院 横澤内科医院 狩谷整形外科医院 いいざわ歯科医院 大町市
5月 4日 月 北アルプス医療センター 白馬診療所 野村クリニック 栗林医院 小谷歯科医院 小谷村
5月 5日 火 しんたにクリニック 大町協立診療所 西森整形外科 小田切歯科医院 池田町
5月 6日 水 小谷村診療所 伊東医院 石曽根医院 金子歯科医院 大町市
5月10日 日 横沢医院 柿下クリニック 市立大町総合病院 柏原歯科医院 白馬村
5月17日 日 公済堂（北沢）医院 遠藤内科医院 北アルプス医療センター  あづみ病院 平林歯科医院 大町市
5月24日 日 栗田医院 菊地クリニック 狩谷整形外科医院 いとう歯科医院 松川村
5月31日 日 神城醫院 小野医院 栗林医院 横澤歯科医院 大町市

※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。

※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。

月　　日 行事名 対象 開始時間

4月20日（月） 月曜育児相談 10：30 ～
おはなし会 11：00 ～

5月11日（月） 月曜育児相談 10：30 ～
おはなし会 11：00 ～

5月14日（木） おいしいものたべよの日 2・3 歳児 11：20 ～
5月18日（月） 唱歌を歌おう 11：00 ～

5月21日（木） 親子体操
※詳しくは、支援ルームへお問い合わせください。 2・3 歳児 10：30 ～

5月25日（月） 小児救急法 10：30 ～
5月26日（火） おいしいものたべよの日 1 歳児 11：20 ～

5月28日（木） お出かけ日～グリーンスポーツの森
※詳しくは、支援ルームへお問い合わせください。 10：00 ～ 12：00

なかよし広場 時間：9:30～12:00 

【平成27年度行政相談の日程について】
　毎日のくらしの中で、行政機関（役場、県、国）が行っている仕事に対し、お困りのことは
ありませんか？
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、住民の皆様から苦情や意見、要望などをお聞きし、
そのような問題の解決へ向けてお手伝いをしています。
　白馬村では、平成27年度において次のとおり行政相談会を開催しますので、お気軽にご利用
ください。
なお、相談は無料で、秘密は堅く守られます。
※白馬村の行政相談委員は　横川勝男さん（飯田）　です。
※日程等については都合により変更される場合があります。その場合はその都度お知らせします。

【場所】　白馬村役場２階　庁議室

【時間】　午後１時から午後４時まで

【期日】	 平成２７年　４月１４日（火）
	 平成２７年　６月　９日（火）
	 平成２７年　８月１１日（火）
	 平成２７年１０月２０日（火）
	 平成２７年１２月　８日（火）
　　	 平成２８年　２月　９日（火）

4月〜 5月保健ガイド

◆行政相談

■健診等	 場所：ふれあいセンター等

■予防接種

◆心配ごと相談

◆人権・心配ごと相談
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姉妹都市コーナー

静 岡 県  河  津  町 和 歌 山 県  太  地  町

人口：9,120 人　男：4,533 人　女：4,587 人　3,955 世帯
 （平成 27 年 4 月 1 日現在）

※ 上記の数字には、外国籍の住民・世帯数も含まれています。
住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、外国籍の住民の皆さんも住民基本台帳に登録されることとなりました。（平成 24 年 7 月 9 日改正法施行）

早春の大イベント閉幕
　河津桜まつり実行委員会は3月12日、第25回河津
桜まつりの来遊客数を発表しました。期間中（2月10
日～3月10日）の来遊客数は80万1330人で、昨年（73
万4324人）に比べて約9.1％増加しました。見頃宣言
を発表した2月25日以降、週末を中心に来遊客が増
加し、2月28日は5万3449人で今季最高の人出を記
録しました。まつりに花を添えるイベントも数多く
行われ、期間最後の週末も両日合わせて5万人を超
える人出でにぎわい、早春の大イベントが閉幕しま
した。

花見客でにぎわう河津桜並木
白いクジラを公開中

　太地町立くじらの博物館では、現在、２頭の白い
ハナゴンドウと白いバンドウイルカ１頭を一般公
開しています。全身が白いハンゴンドウとバンドウ
イルカは世界でもあまり例がなく大変珍しい個体
です。白いハナゴンドウの公開は、自然プール「ふれ
あい桟橋」で午前９時から午後３時30分まで行って
おります。白いバンドウイルカは海洋水族館のトン
ネル水槽で公開しておりますので、太地町にお越し
の際は、ぜひ足を運んでみてください。
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編集後記
　雪が徐々に溶けてきて春の訪れとともに、いよいよ震災からの復興も本格的に始まります。
　白馬村の良さを今一度アピールして、この素晴らしい自然を体感しに多くの方々に来ていただきたいですね。
　これからの季節、あたたかくなってくるとついつい外に出かけたくなります。できれば外で美味しいものを食べながらお
花見でもしたいですね。
　たまには自転車で村内をサイクリングしてみると新しい発見があるかもしれません。日頃の運動不足にはちょうどいいか
もしれないですね。
� （広報編集委員O）

有料広告欄

（この広告は白馬村広報等有料広告掲載要網に基づき掲載しています）

ケーブルテレビ白馬指定管理者：
株式会社エーアイシーコミュニケーションズ

受付時間：平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
　　　　　・加入／故障等のお問い合わせは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0074
　　　　　・取材等のお申し込みは
　　　　　　　　　　　　TEL 0261-85-0116
※地デジに関するお問い合わせは…
　デジサポナビダイヤル　0570-07-0101
　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。

地域包括支援センターです
お気軽に72-6667 にお電話ください

　白馬村の認知症サポーター数620人
（平成26年 5月現在）

ケーブルテレビ白馬に関するお問い合わせは… 認知症の相談窓口は

広報はくばおよび白馬村行政公式ホーム
ページに掲載する広告（有料）を募集し
ています

＊お問い合わせ　白馬村役場総務課

広告募集中
村政情報はホームページでも
ご覧いただくことができます。
http://www.vill.hakuba.lg.jp/


